
地質調査に関する規定について

建築基準法告示

参考資料3‐5

○建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件
(平成十二年五月二十三日／建設省告示第千三百四十七号)

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十八条第三項及び第四項の規定に基づき、建築物の基礎の
構造方法及び構造計算の基準を次のように定める構造方法及び構造計算の基準を次のように定める。

第一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第三十八条第三項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれか
に該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(改良された地盤にあっては、改良後の許容応力
度とする 以下同じ )が一平方メートルにつき二十キロニュートン未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と 一平度とする。以下同じ。)が 平方メートルにつき二十キロニュートン未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、 平
方メートルにつき二十キロニュートン以上三十キロニュートン未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎
と、一平方メートルにつき三十キロニュートン以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としな
ければならない。

○設計施工基準

住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準

(平二十一年七月一日)
第２章 木造住宅 第１節 地盤調査及び基礎
（地盤調査等）
第４条
基礎の設計に先立ち、敷地及び敷地の周辺状況等について適切な現地調査を行った上で地盤調査を行うこととする。た

だし、一戸建における2階建て以下の木造住宅は、「現地調査チェックシート」に従って行った現地調査の結果、地盤調査が
必要ないと認められる場合はこの限りでない。
２ 地盤調査は、地盤の許容応力度及び軟弱地盤又は造成地盤等が判断できる調査を行うこととし、実施する地盤調査方法
や敷地条件に応じた計測箇所で計測を行うこととする。なお、スウェーデン式サウンディング調査の場合は４隅付近を含め
４点以上で行うことを原則とする。

３ 地盤調査の結果は、適切に保管する。
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